
事 務 連 絡 

令和８年３月２日 

 

入札参加業者 御中 

 

（事業担当課） 

養父市 経営企画部 経営総務課  

 

 

質疑書に対する回答について 

 

 提出いただいた質疑書に対し、下記のとおり回答します。 

 

記 

 

■業務番号  養経総８（委）第１号 

■業務名称  養父市車両管理業務 

 

番号 質問内容 回  答 

１ ６ 参加表明書等の提出（１）②参加

表明書添付書類  

ウ）業務実績調書には「契約金額」「履

行期間」の記入は必須でしょうか。 

※「契約金額」「履行期間」の公開を拒

まれる自治体もございます。 

記入は必須とします。 

また、業務実績が確認できる資料（契約

書及び仕様書など）の添付をお願いしま

す。 

※「契約金額」及び「履行期間」は、非公

表の内容ではないと判断しています。 

 

２ 提案書等の作成及び提出 

企画提案書の作成にあたり、提案者を

特定できるような「社名」「商品・サー

ビス名」等を表示いたしてもよろしい

でしょうか。 

 

表示は可とします。 

３ ８ 提案書等の作成及び提出（１） 

④「工程表」 

工程表のイメージをもう少し詳細にご

教示いただけますでしょうか。 

下記を含めた工程表を想定しています。 

・指定工場との調整 

・市職員へのWeb情報サービスの説明 

・各自動車の定期点検の設定（別紙２相

当の一覧表などを想定） 

・その他提案内容に応じた事項 など 

 



４ １１ 契約書（２）ウ  

受託者（弊社）から指定工場へ整備を

委託することは「再委託」にあたりま

すでしょうか。 

また、外出先でのパンク等、突発的に

対応が必要なケースについては、貴市

と協議のうえ対応することに問題は無

いでしょうか。 

 

・再委託にあたらないと考えています。 

・突発的に対応が必要なケースについて

は、本市と協議のうえ対応してくださ

い。 

５ １２ その他留意事項 （６） 

人事異動により配置予定担当者が変更

となることに問題はないでしょうか。 

人事異動などにより配置予定担当者が

本業務を遂行することが困難と市が認め

た場合、配置予定担当者を変更することは

可能です。ただし、配置予定担当者を変更

する場合、本業務に支障が生じないよう引

継ぎを徹底してください。 

 

６ ３ 委託業務の内容（１）⑦ 

 事故に起因するパンクの修理は契約

に含まれませんが問題ございませんで

しょうか。 

（例えば、道路縁石にぶつけた際等） 

 

事故に起因する修繕は、対象外としてい

ます。 

７ ３ 委託業務の内容（１） 

 万一、貴市において、修理等費用の

立て替えを余儀なくされた事態が発生

した場合は、職員様による立て替え払

いは可能でしょうか。また、立て替え

分は弊社宛に請求いただくことは可能

でしょうか。（例えば、外出先でパンク

した際に近隣のガソリンスタントで応

急処置を実施する場合等） 

 

原則、職員による立て替え払いは、想定

していません。 

質疑４の回答のとおり、突発的に対応が

必要なケースについては、本市と協議のう

え対応することとします。 

８ ３ 委託業務の内容（５）② 

指定工場からの連絡となることに問題

は無いでしょうか。 

 

 

 

 

問題ありません。 



９ ４ 共通遵守事項（２）① 

 体制図のイメージをもう少し詳細に

ご教示いただけますでしょうか。参加

表明書添付書類の「業務の執行体制」

とは別のものでしょうか。 

 

市、受託業者、協力会社（いる場合）、

指定工場及び「４共通遵守事項（２）②、

③」を含めた体制図の作成をお願いしま

す。 

 参加表明書添付資料「業務の執行体制」

と同様のものを想定しています。 

10  本審査の際、提案書の他にその場で

ご参考いただくための補足資料や、印

刷物等の持ち込みは問題ないでしょう

か。 

本審査の説明は、提案書のみで評価する

ため、補足資料等の提出は、不可とします。

ただし、説明後の審査委員からの質疑にお

いて、補足資料等による回答が適する場

合、かつ審査委員に提出が認められた場

合、補足資料等の提出は可とします。 

11 審査結果通知が令和８年３月２５日

（水）、業務委託契約締結が令和８年４

月１日（水）ということで、協議期間

が実質４日間（土日除く）という認識

ですが、関係各所との折衝等が長引き、

契約締結等が令和８年４月１日を超過

してしまった場合、どのようになりま

すでしょうか。 

原則、令和８年４月１日の契約締結を予

定しています。 

協議期間に時間を要す場合などの対応

については、本審査により決定した特定者

と協議の上、決定することとします。 

 


